
泉北ニューデザイン推進協議会規約 新旧対照表 

 

現行 改正（案） 

泉北ニューデザイン推進協議会規約 

 

（略） 

 

（委 員） 

第４条 協議会の委員は、次に掲げる者をもって充てる。 

(1) 前条第１号から第５号に掲げる団体から選出された別表に掲げる者 

(2) 前条第６号に掲げる者のうち、協議会において必要があると認め、

別に定める者 

 

（略） 

 

附 則 

（施行期日） 

この規約は、平成 22年 4月 13日から施行する。 

（平成 23年 3月 28日 一部改正） 

（平成 23年 6月 2日 一部改正） 

（平成 23年 7月 21日 一部改正） 

（平成 23年 9月 10日 一部改正） 

（平成 24年 5月 10日 一部改正） 

（平成 25年 6月 3日 一部改正） 

（平成 27年 4月 1日 一部改正） 

（平成 28年 4月 1日 一部改正） 

（平成 29年 4月 1日 一部改正） 

（平成 29年 6月 1日  一部改正） 

泉北ニューデザイン推進協議会規約 

 

（略） 

 

（委 員） 

第４条 協議会の委員は、次に掲げる者をもって充てる。 

(1) 前条第１号から第５号に掲げる団体から選出された別表に掲げる者 

(2) 前条第６号に掲げる者のうち、協議会において必要があると認め、

別に定める者 

 

（略） 

 

附 則 

（施行期日） 

この規約は、平成 22年 4月 13日から施行する。 

（平成 23年 3月 28日 一部改正） 

（平成 23年 6月 2日 一部改正） 

（平成 23年 7月 21日 一部改正） 

（平成 23年 9月 10日 一部改正） 

（平成 24年 5月 10日 一部改正） 

（平成 25年 6月 3日 一部改正） 

（平成 27年 4月 1日 一部改正） 

（平成 28年 4月 1日 一部改正） 

（平成 29年 4月 1日 一部改正） 

（平成 29年 6月 1日  一部改正） 

資料１ 



現行 改正（案） 

（平成 29年 6月 23日  一部改正）  

（令和元年 6月 21日 一部改正） 

（令和 2年 4月 1日 一部改正） 

（令和 3年 4月 1日 一部改正） 

（令和 3年 10月 27日 一部改正） 

（令和 4年 1月 26日 一部改正） 

（令和 4年 4月 28日 一部改正） 

                

 

 

（別表）委員 

 

 

 

堺市副市長 

大阪府副知事 

独立行政法人都市再生機構西日本支社副支社長 

大阪府住宅供給公社理事長 

南海電気鉄道株式会社代表取締役専務執行役員 

（平成 29年 6月 23日  一部改正）  

（令和元年 6月 21日 一部改正） 

（令和 2年 4月 1日 一部改正） 

（令和 3年 4月 1日 一部改正） 

（令和 3年 10月 27日 一部改正） 

（令和 4年 1月 26日 一部改正） 

（令和 4年 4月 28日 一部改正） 

（令和 5年 4月 1日 一部改正） 

 

 

（別表）委員 
 

堺市副市長 

大阪府副知事 

独立行政法人都市再生機構西日本支社副支社長 

大阪府住宅供給公社理事長 

南海電気鉄道株式会社常務執行役員 

 


